高市首相による「台湾有事は存立危機事態」発言を撤回し、日中関係の改善へ努力を求める意見書（案）

日本共産党前橋市議団

　高市首相は去る2025年11月、衆議院予算委員会で台湾問題に関する質問に対し「（中国による台湾への）武力攻撃が発生したら（日本の）存立危機事態にあたる」と発言した。この発言により、1972年の日中国交正常化以来、日中関係は最悪の状況にある。
　首相による発言以後、中国からの観光客が激減し、更には原材料や電子部品等の対日輸出規制に加え、日本産水産物輸入の事実上停止など、国内経済にも多大な影響が出ている。
　1972年の日中共同声明は、台湾が中国の「不可分な一部」であるとする中華人民共和国の立場を「十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」こと、すなわち戦前日本の統治下に置かれた台湾の中国への返還を意味する合意を確認したものである。台湾海峡を巡る両岸問題は完全に中国の内政問題である。更に同声明は「一つの中国」の原則を確認し、「主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意」し、現在に継承されてきた。
　また高市首相による「存立危機事態」発言は、集団的自衛権を認める憲法違反の安保法制のもと、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」を「存立危機事態」と定義している。同法の定義のもと、首相発言は台湾を「他国」、すなわち独立した国家として捉え、その前提のもとに台湾の側に立ち中国との戦争に参加することを意味している。
　台湾をめぐる諸問題は、中国政府と台湾の人々が解決すべきであり、中国の内政問題に「武力」で干渉することを公言した首相の発言は、日中両国政府間及び両国国民が長年にわたり積み上げてきた信頼関係を根底から壊すものである。
　よって高市首相は、「台湾有事は存立危機事態」発言を撤回し、日中関係の改善へ努力するよう強く求めるものである。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
